
 

                               政策企画部 

No. 19  

制 度 名 新たな移動サービス導入等支援事業 
主管課名 

交通政策課 

地域交通 G 

問合せ先 029-301-2604 

目的・趣旨 

地域の実情に合わせて、地域の多様な輸送資源を総動員することで、持続可

能な移動サービスの提供を確保するとともに、既存公共交通の効率化を図る

ため、新たな移動サービスの導入等に要する初期費用等に対し支援を行う。 

〔対象団体〕 

市町村 

 

〔対象事業〕 

 時間的空白域の解消や既存公共交通の補完を図るために実施する以下の事業 

（１） 地域の多様な輸送資源の活用支援 

 ア スクールバス、企業バス等活用支援 

 イ 交通空白地有償運送導入 

 

（２） 新たな技術の活用支援（既存乗合バス等へのデジタル技術導入支援） 

 

〔補助要件等〕 

（１） 新たに実施するものであること 

（２）既存公共交通の補完又は効率化を図るものであること 

（３）交通空白地有償運送については、導入が決定していること 

（４）補助事業終了後も、継続して運行が行われる体制が構築されていること 

 

〔対象経費〕 

新たな移動サービスの導入等に要する経費 

・事業の実施に必要な調査・検討費 

・初期費用（停留所設置、車両取得費、車両修繕改修費、システムの取得・構築費等） 

・運行経費（人件費、通信費、燃料費、委託料等） 

 

〔補助限度額等〕 

補助率 1/2 

（上限 5,000 千円／年） 

最大２年間 

 

 

〔経費負担割合〕 

区   分 国 県 市町村 その他 

運行経費等補助   － 1/2 1/2 － 

〔令和６年度当初予算額〕 

               15,000千円 

〔令和６年度補助対象団体〕 

令和６年４月から公募、随時決定予定 

〔備考〕 

 

 


